
 

事  務  連  絡 

令和４年１月７日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会  

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会  

各 都 道 府 県 

高等学校を設置する学校設置会社を所轄 

する構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

認定を受けた各地方公共団体  

各 国 公 私 立 大 学 

独立行政法人大学入試センター 

 

 

文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室 

 

 

令和４年度大学入学者選抜実施要項（令和３年６月４日）に関するＱ＆Ａ 

の更新について（周知） 

 

 

 令和４年度大学入学者選抜における感染症対策については、「令和４年度大学入学

者選抜実施要項」（令和３年６月４日付け３文科高第 284 号文部科学省高等教育局長

通知）や「令和４年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試

験実施のガイドライン」（令和３年６月４日大学入学者選抜協議会決定、令和３年 12

月 24 日改定、12 月 28 日再改定）のほか、「令和４年度大学入学者選抜実施要項（令

和３年６月４日）に関するＱ＆Ａ」（令和３年９月 10 日、令和３年 10 月 11 日更新）

（以下「Ｑ＆Ａ」という。）を踏まえて適切にご対応いただいているところかと存じま

す。 

今般、受験生の受験機会を最大限確保する観点から、一定の条件を満たした無症状

の濃厚接触者の受験の際の移動手段について、利用可能な交通機関を整理し、Ｑ＆Ａ

を更新しましたので、お知らせいたします。 

高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）

を設置する国公立大学にあっては設置する附属高等学校に対し，都道府県・指定都市

教育委員会にあっては所管の高等学校及び域内の市区町村教育委員会等に対し，都道

府県知事にあっては所轄の高等学校に対し，構造改革特別区域法第 12 条第１項の認

定を受けた各地方公共団体の長にあっては認可した高等学校に対し，十分な周知をお

願いします。 

 

【本件連絡先】 

 高等教育局大学振興課大学入試室入試第三係 

 岡・半井野  

       TEL：03-5253-4111（内線：4902） 

       e-mail：gaknyusi@mext.go.jp 

【重要】 

 今般、受験生の受験機会を最大限確保する観点から、一定の条件を満たした無症状の濃厚接触

者の受験の際の移動手段について、利用可能な交通機関を整理し、Ｑ＆Ａを更新しましたので、

周知徹底していただきますようお願いいたします。 

入試担当部署 御中 
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